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「（仮称）墨田区協治（ガバナンス）推進条例」の検討にあたり、 

参考となる他自治体の条例事例 （①前文） 
 
１．自治全般に関する条例の事例 

（１）ニセコ町まちづくり基本条例 

ニセコ町は、先人の労苦の中で歴史を刻み、町を愛する多くの人々の英知に支えられて今日を迎

えています。わたしたち町民は、この美しく厳しい自然と相互扶助の中で培われた風土や人の心を

守り、育て、「住むことが誇りに思えるまち」をめざします。 
まちづくりは、町民一人ひとりが自ら考え、行動することによる「自治」が基本です。わたした

ち町民は「情報共有」の実践により、この自治が実現できることを学びました。 
わたしたち町民は、ここにニセコ町のまちづくりの理念を明らかにし、日々の暮らしの中でよろ

こびを実感できるまちをつくるため、この条例を制定します。 
 
（２）杉並区自治基本条例 

地方自治とは、本来、そこに住み、暮らす住民のためにあるものであり、地域のことは、住民自

らが責任を持って決めていくことが、自治の基本である。自治体としての杉並区には、区民の信託

にこたえ、区民との協働により、地域の資源や個性を生かした豊かできめ細かな区政を行う責務が

ある。そうした責務を果たし、杉並区が真に自立した地方自治体となっていくためには、地方政府

としての枠組みと、住民の行政への参画及び行政と住民との協働の仕組みを自ら定めることが求め

られている。 
武蔵野の面影を残すみどりと水辺、歴史の中で形作られた道や街並み、そして、そこに住み、暮

らす区民の活発な住民活動と住民自治への先進的な取組などは、杉並区の誇るべき財産である。 
私たち区民は、このような「杉並らしさ」を大切にしながら、杉並らしい自治を築いていくこと

を宣言する。そして、区民主権に基づく住民自治の更なる進展のために、最大限の努力を払い、区

民一人ひとりの人権が尊重され、誇りを持って区政に参画し、協働する「自治のまち」を創ってい

くことを目指し、ここにこの条例を制定する。 
 
（３）多摩市自治基本条例 

私たちが暮らす多摩市は、太陽の光あふれる、緑豊かなまちです。 
私たちは、ここに集い、あるいは生まれ育ち、学び働き、暮らし、生涯を終え、それぞれの歴史

を刻み、文化を育んでいます。 
私たちは、先人の英知とたゆまぬ努力によって発展してきた大切なこのまちを、より暮らしやす

くするとともに、次の世代へ引き継ぐために、ともに力をあわせて自ら築いていかなければなりま

せん。 
そのためには、市民が、市民の手で、市民の責任で主体的にまちづくりにかかわることが大切で

す。 
このため、私たちは、一人ひとりの人権を尊重しつつ責任を分かち合うとともに、誰もがまちづ

くりに参画することによって、私たちのまちの自治を推進し、それぞれの持つ個性や能力がまちづ

くりに発揮される地域社会の実現をめざし、ここに多摩市自治基本条例を制定します。 
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（４）大和市自治基本条例 

大和市の市民、市議会及び市長は、これまでそれぞれの立場で理想を追求することで、地域社会

の発展に努めてきました。 
21 世紀を迎えた今日、先人が積み重ねてきた歴史、培ってきた文化、守り育ててきたかけがえ

のない自然などの貴重な財産を次世代に引き継ぎ、多様で個性豊かな地域社会を実現していくため

には、自治の担い手である私たち市民、市議会及び市長は、英知を結集し、役割を分担し、それぞ

れの責任を果たし、そして協力していかなければなりません。 
そのために、日本国憲法で保障された地方自治の本旨にのっとり、市民とその信託を受けた市議

会、市長との間で、将来にわたり共有すべき考え方や自治を実現していくための仕組みを自ら定め

ることが必要です。 
「大きく和する」という願いをその名に込めた大和市では、市民一人ひとりが個人として尊重さ

れること及び自らの意思と責任に基づいて自己決定することを自治の基本理念とし、安全で安心し

て暮らせる社会の実現に向けて努力を重ねていかなければなりません。 
ここに私たちは、大和市における自治の基本理念を共有し、自治の更なる進展のために自治基本

条例を制定します。 
 
（５）「文の京」自治基本条例 

文京区は、歴史的文化的遺産に恵まれた緑豊かな地域です。文京区に集う私たちは、文化の香り

高いまち文京区を誇りとし、様々な可能性に富んだこの地を将来に向かって、さらに発展させたい

と願っています。 
私たちが良好な環境を維持しながら真に文化的にしあわせに暮らすためには、この地に住み、学

び、活動するすべての人々が自律した存在として尊重されるとともに、守るべきもの、育むべきも

のを確かめ、自立した存在として、互いに合意を形成し、協力し合うことが必要と私たちは考えま

す。 
そして、地域社会を豊かなものにするためには、区民、地域活動団体、非営利活動団体、事業者、

区が相互に協力し、地域社会の課題を解決するための住民自治の原則を共有のものとすることが大

切と考えます。 
私たちは、この原則を、ともに活動し、ともに地域社会の課題を解決するという意味で、「協働・

協治」と呼び、「文の京」文京区の自治の理念として位置づけます。 
私たちは、文京区の自治の理念や基本的なしくみを明らかにし、文京区の自治に関する基本条例

として、この条例を定めます。 
 
（６）足立区自治基本条例 

足立区は、四方を河川に囲まれ、水辺や緑の豊かな自然に恵まれた、古くから宿場町や農村とし

て栄えた歴史と伝統のあるまちです。ここには、人々の多様な暮らしと文化が融合し、人情味ある

庶民の生活文化が育ち、息づいています。足立区のこれまでの発展は、ここに暮らした多くの人々

の努力の成果です。 
私たちは、こうした足立らしい個性と時代の変化を踏まえ、区民であることに誇りの持てる夢の

ある魅力あふれるまちに発展させていきたいと思います。そして、私たちは、美しく快適な環境に

恵まれ、活力に満ち、薫り高い文化が育まれ、いきいきと安心して暮らせるまちを創造するために、
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力を合わせていきたいと思います。 
このため、私たちは、住民自治と団体自治の原理を尊重し、「地域のことは地域住民が決定し、

決定したことには責任を負う。」ことを基本として、区民参画と協働による真の自治を確立してい

かなければなりません。このことによって、私たちは、人権の尊重された自治の主体として地域の

創造にかかわっていくことができ、自らの判断と責任において、ともに考え行動し、私たち区民一

人ひとりの幸福が実現されるものと考えます。 
このような認識により、足立区において「地方自治の本旨」を実現し、足立らしい地域社会を創

造するため、ここに、この条例を制定します。 
 

（７）川崎市自治基本条例 

私たちのまち川崎市は、多摩川や多摩丘陵の自然に恵まれ、我が国産業を支える拠点を擁した多

様な顔を持つ都市として、公害や急速な都市化の進行への対応など、高度成長期の大都市が抱えた

課題の克服に、全市民の英知を結集しながらその歩みを進めてきました。 
今、成長と拡大を基調としてきた社会の仕組みや制度の再構築が求められ、少子高齢社会への対

応や地球環境への配慮が求められる中で、改めて暮らしやすい地域社会とは何か、自治とは何か、

市民と自治体の関係や自治体と国の関係はどうあるべきかが問われています。 
私たち市民は、私たち自身が、このような地域社会の抱える課題を解決する主体であることを改

めて確認するとともに、信託した市政が、私たちの意思を反映して行われるよう、その運営に主体

的に参加し、また、国や神奈川県と対等な立場で相互協力の関係に立って、自律的運営を図り、自

治体としての自立を確保する必要があります。 
こうした市民自治の基本理念を確認し、情報共有、参加及び協働を自治運営の基本原則として、

行政運営、区の在り方、自治に関する制度等の基本を定め、市民自治を確立するため、ここに川崎

市自治基本条例を制定します。 
そして、私たち市民は、人類共通の願いである恒久平和と持続可能な社会が広く世界に築かれる

ことを希求し、川崎市民としての誇りを持ち、一人ひとりの人権が尊重される「活力とうるおいの

ある市民都市・川崎」の創造を目指します。 
 
（８）中野区自治基本条例 

中野区民は、多くの先人によって積み重ねられてきたまちの歴史と人々のきずなを重んじ、更に

発展させながら次世代に引き継ぎ、区民が愛着と誇りを持つふるさと中野をつくり上げることを希

求しています。 
そのためには、区民が自ら行動し、自ら築くまちづくりの主役になることが不可欠であり、区政

においては、区民の多様な参加を保障し、区民の意思に基づく決定と運営を行うことが基本となり

ます。 
中野区は、こうした自治体運営の基本を確認し、区民、区議会及び区長がそれぞれの役割と責任

を果たしながら、区民の最大の幸福を実現する地域社会の形成に向け努力していきます。 
こうした認識の下に、中野区における自治の基本を定めるものとして、ここに中野区自治基本条例

を制定します。 
 
（９）三鷹市自治基本条例 

主権者である市民の信託に基づく三鷹市政は、参加と協働を基本とし、市民のために行われるも
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のでなければならない。 
市民にとって最も身近な政府である三鷹市は、市民の期待に応え、市民のためのまちづくりを進

めるとともに、まちづくりを担う多くの人々が、参加し、助け合い、そして共に責任を担い合う協

働のまちづくりを進めることを基調とし、魅力と個性のあふれるまち三鷹を創ることを目指すもの

である。 
三鷹市は、文人たちも愛した緑と水の豊かなまちであり、これまでの歩みの中でも市民生活の向

上に積極的に取り組むなど、常に先駆的なまちづくりを進めてきた。 
私たち市民は、郷土三鷹を愛し、自然と文化、歴史を大切にし、誇りに思える地域社会を築くと

ともに、世界平和への寄与、基本的人権の尊重、協働とコミュニティに根ざした市民自治を確かな

ものとし、日本国憲法に掲げる地方自治の本旨をこの三鷹において実現するために、三鷹市の最高

規範として、ここにこの条例を制定する。 
 
（１０）豊島区自治の推進に関する基本条例 

私たちの豊島区は、副都心池袋を中心とするにぎわいのあるまち、歴史や個性ある商店街とそれ

を取り巻く住宅街、大学などの教育文化施設が混在し、これまで様々な表情を持つ都市として、多

様な人々や文化を受け容れながら発展してきました。 
私たちを取り巻く社会が変化する中で、自治のあり方も変わりつつあります。文化、環境、福祉、

教育、防犯・防災など、様々なまちづくりの課題に自主的に取り組む活動が広がり、地域の中で多

様な区民が新たな役割を担い始めています。 
今、この豊島区で共に暮らし、働き、学ぶ私たち区民は、自らが自治の主体であることを改めて

確認します。 
身近な地域の課題について、まずその地域に住む人々が主体的に取り組むことを起点とし、さら

に地域社会に関わる多様な人々に協働の環を広げ、一人ひとりの個性と権利を尊重しながら、連携

していく過程を大切にします。 
また、私たちは、区議会及び区長に区政を信託するとともに、自らも積極的に区政に参加・協働

することを通じ、真に区民の意思に基づく自治の実現を図ります。 
そして私たちは、地域からの視点とともに、より広い視野で社会をみつめ、まちを訪れる人々と

ともに、豊島区をさらに豊かなものとして、未来に引き継いでいくことをめざします。 
ここに私たち区民は、日本国憲法が掲げる地方自治の本旨を踏まえ、区議会及び区長と自治の基

本理念を共有し、豊島区の自治の最高規範としてこの条例を制定します。 
 
 
２．参加及び協働に関する条例の事例 

（１）西東京市市民参加条例 

西東京市は、田無市と保谷市の合併により、今世紀最初に誕生したまちです。 
私たち市民は、これまで両市が育んできた歴史と文化を大切にしながら、自らの知識と経験を活か

し、一人ひとりが輝くまちづくりを進め、次の世代へ引き継ぎたいと願っています。 
地域社会に対する市民の参加意識の高揚に加え、地方分権の進展によって、市民と市との協働に

よるまちづくりが大きく前進する時代となりました。 
市民が、まちづくりの主役として活躍するためには、市政における市民参加を更に発展させると

ともに、生活者である市民の意向を市政運営に的確に反映できる仕組みをより一層充実させていく
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ことが必要です。 
私たちは、このような認識のもと、市との信頼関係に基づく協働を進め、個性豊かで活力ある地

域社会を実現するため、この条例を制定します。 
 
（２）狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例 

狛江のまちに「新しい風」を！ そのような思いをこめて，私たちはこの条例を定めます。「新

しい風」は，市民と自治体の信頼に基づくパートナーシップから生まれます。そのためには，まち

の主体である市民が自らの責任と役割を自覚して市の行う活動に積極的に参加するとともに，市民

公益活動を自主的に行う様々な団体と行政組織が対等な立場でまちの発展のために取り組むこと

が求められます。そしてそのことは，行政のありかたそのものを，より市民に開かれたものに変え

ていくことでしょう。狛江市においても，既にそのための様々な試みが始められています。しかし

さらに系統的で継続性のある施策の展開のためには，誰にもわかりやすい形で一定のルールを定め

ておくことが必要になります。この条例はそのための第一歩として，市が行政上の制度として取り

決めておくべき事項を定めたものです。今後，より多くの市民や市民公益活動を行う団体がこの条

例を積極的に使いこなす中で，ここに定めた事項がより豊かな実りを生み出すことを念願していま

す。 
 

（３）大田区区民協働推進条例 

 規定なし 
 
（４）中野区区民公益活動の推進に関する条例 

 規定なし 
 
（５） 八王子市市民参加条例 

私たちのまち八王子は、市民と市との協働により、活力にあふれた都市の実現を目指している。 

これまでも、市政への市民参加は、様々な場で行われてきたところであるが、市民の多様な価値観を

地域の特性として活かし、豊かな社会を創造するためには、市民の意見が、市政に的確に反映される仕

組みを構築する必要がある。 
この仕組みは、市民と市が情報を共有して運用され、市民が自発的、自主的に、かつ、自由に参加す

ることができ、市民と市又は市民と市民が互いに信頼し、共感することを基本原則としなくてはならな

い。 
ここに、市政への参加が市民の権利であり、市民自治の基本原理であることを確認するとともに、市

民参加をより一層確かなものとし、市民との協働によるまちづくりを進めるため、この条例を制定する。 


